
 
 

平成 27年度事業計画書 
 
当協会は、公益社団法人として、会員だけでなく不特定多数の者の利益の増進に寄与し

なければならないという「公益性」を重視した事業活動を推進することを強く要請されて

いる団体である。 
 
昨年度は求人情報の適正化事業に重点を置いて活動を行うとともに、有期労働、新卒等

若年雇用や地域雇用促進などの労働市場をめぐる諸課題に関し、当協会として積極的に取

り組んできたところである。今年度も引き続き、これらの公益目的事業の重点課題に取り

組む必要がある。 
 
また、一昨年度に実施した会員アンケートでは、当協会が設立 30周年の節目を迎えるに
当たり、それにふさわしい記念事業を実施することが望ましいとの意見が多数であった。 

 
さらに、厚生労働省をはじめとする政府行政機関においては職業安定法の改正や求人情

報の適正化について重点的に取り組んでいくことが表明されており、これらの動向に合わ

せて調査研究・提言を行うなど、公益社団法人として適切に対応していく必要がある。 
 
会員アンケートで要望の強かった「調査研究・施策立案活動の推進や政府・産業団体等

との対話力の強化」について、協会としてそのための施策を検討しているところである。 
 
これらの状況を踏まえ、平成 27年度においては、下記の 5つの基本方針に基づいて、活
動を展開する。 

 
(1) 専門部会(委員会、研究会、プロジェクトチーム含む)において、公益目的事業を中核

とした重点課題に取り組む。 

 

(2) 記念誌作成、式典・祝賀会の開催等、30 周年記念事業実行委員会を中心に記念事業を

実施する。 

 

(3) 職安法の改正や求人情報の適正化推進に関する厚生労働省等行政機関の動向を踏ま

え、調査研究・提言の実施、対応策の事前検討や行政機関との意思疎通を図る。 

 

(4) 全求協の今後のあり方、JHR 及び他団体との連携強化については引き続き検討を進め

る。 

 



 
 

(5) 教育研修・広報事業は会員の満足度を維持向上することに努める。 

 

Ⅰ．公益目的事業 

(1) 求人情報の適正化事業（公益目的事業 1） 
ア 求人情報の適正化推進等の検討 
求人情報の適正化を推進するため職員を配置し、求人メディア全般の適正な運営に寄

与するため、「求人広告のための倫理綱領・掲載基準を運用する際の手引き」や「求人

メディア運営ガイドライン」の周知に努めるとともに、求人情報の適正化を推進する

ために審査室員及び専門委員からなる会員資格審査室を設置し、求人メディアの適正

化の向上をはかる。 
さらに今年度は求人情報の適正化の一層の推進を図るため、適正化推進部会において

「求職者のためのよりよい情報開示」に関する企業向け資料作成等を行う。 
6月に全国審査室長会議を開催し、会員の審査責任者や営業責任者などを対象として、
法令・通達などの周知・徹底、事例発表、交流を通じた適正化水準の向上を図るとと

もに求人情報の適正化に努める。7月には障がい者雇用支援キャンペーンを実施し、障
がい者の雇用を支援するため、厚生労働省の後援を得て求人企業を啓発する資料を配

布するとともに、障がい者を募集対象とした求人情報を無料掲載するなど、障がい者

の雇用支援をはかる。 
 
イ 求人情報のチェック 

各求人メディアに掲載されている求人情報約 20 万件の内容をチェックし、必要に応
じて改善策の協議や個別フォローを実施するなど、より効率的で実効が上がる指導援

助を行う。また、チェック結果は非会員にもフィードバックし、併せて掲載基準遵守

による求人情報の適正化について協力を依頼するとともに、要請に応じ改善策等の支

援を実施する。 
 

ウ 求職者等からの苦情・相談対応 
また、求人広告適正化指導員（読者相談員）を配置し、仕事を探す読者・ユーザーか

ら電話・Eメールなどで寄せられた苦情相談に応じ、問題事例については、求人メディ
アの協力を得て問題の解決を図る。また、寄せられた苦情相談事例の分析を行い、他

の消費者苦情情報や行政処分情報とともに会員に資料として提供するほか、読者・ユ

ーザーが直面しやすいトラブルや就・転職に関する仕事選びの Q&Aとしてホームペー
ジ上で公開する。 

 
エ 求人者啓発コンテンツの作成配布 

求人企業が労働・雇用関係法令を正しく理解し、適正な募集・採用を促すため、「Q&A



 
 

でわかる求人・雇用の基礎知識」と題した小冊子を約 12 万部、「初めて求人メディア
を利用される皆さまへ」と題したパンフレットを約 2 万部作成し、採用担当者に配布
するとともに、これをホームページに掲載する。また同担当者に、重点的に啓発すべ

き事項を解説した 7種類のチラシ「より良い人材と出会うためのワンポイント」、労働
契約法の改正、四つの法改正及び求職者や新卒学生のためのよりよい情報開示に関す

る企業向け啓発リーフレットを作成し、ホームページに掲載することによって周知し、

求人情報に伴うトラブルの防止を図る。 
 
(2) 求人情報等に関する調査研究事業（公益目的事業 2） 
ア 求人情報掲載件数の集計 及び イ 求人広告ウォッチャー調査の実施 
職員を配置し、求人広告掲載件数等集計を毎月発表する。同集計では会員社の求人メ

ディアに掲載された求人広告の月間件数の集計とともに、求人広告ウォッチャーとし

て会員社の営業担当者並びに編集長などが企業の雇用状況や今後の動向を求人意欲の

度合いで示す調査を四半期ごとに行って、定量・定性両面から労働市場や景気動向の

データとして会員及び関係機関、報道機関などに提供する。 
 
ウ 調査研究の実施 
求職者、求人企業の活動に資するため、求人情報等に関する調査研究活動を積極的に

推進する。また、その研究成果について関係者への働きかけや社会一般への情報提供を積

極的に行う。 
新卒等若年雇用部会において「円滑な就活のための調査」に関する 2015年卒調査報告書
の作成公表と 2016年卒調査実施等を行う。 
有期労働部会において「高齢者活用の推進」に関する研究テーマの検討や事例収集等

を行う。 
地域雇用促進部会において「地域創生と求人メディアの役割研究」に関する研究テー

マの検討等を行う。 
プロジェクトを設置し、27 年度の求人情報提供サービスに関する市場規模等の調査を行
う。 
また、プロジェクトを設置し、求人情報の適正表示に関する実態調査・研究を行う。 

 
Ⅱ．相互扶助等事業 
(1) 教育研修事業（その他の事業 1） 
ア 研修事業 

職員を配置し、会員の営業スタッフなど求人情報提供に携わる者の共通課題の解決や

情報の共有化を図るため、社員研修を実施する。 

3 年間にわたり実施した読者・ユーザー相談員会議を総括し、会議内容の一層の充実



 
 

策を検討する。 
 

イ 求人広告取扱者資格試験事業 
問題作成委員会を設置し、雇用･労働環境などの変化に伴う求人情報適正化の課題が

急増する中で、求人情報提供に携わる者の資質の向上に資する試験制度を実施する。

求人広告ハンドブックと共通化を行い全面改定した資格試験テキストによる学習後、

公正な問題で求人広告取扱者資格試験を実施し、合格者に資格者証を発行する。また、

資格試験テキストは会員の要望に応じ受験者以外にも執務参考資料として配布する。 
 
(2) 広報事業（その他の事業 2） 
ア 会員への定期的情報提供 
職員を配置し、Web上で協会の活動や事業内容をＰＲし、求人メディアを検索できる
ようにするなど、求人企業や求職者に対する情報提供の充実を図る。また、会員（賛

助会員含む）の求人情報提供に携わる者を対象に全求協会報オンライン版を発行し、

随時更新する。今年度からは「苦情相談対応のための掲示板」を設置する。また、協

会の動きや求人情報提供事業に関する情報を効率よく会員に伝えるため、全求協ニュ

ースをＥメール形式により月 2回発行する。 
 

イ 求人広告賞の選定･表彰 
人材の募集・採用に際し、求人広告の担当者がその役割を積極的に果たし、他の模範

となる多大な成果をあげた作品に対し、印刷メディア部門及び求人サイト部門ごとに

表彰する。 
 

ウ 会員懇談会の開催 
会員相互の交流と連携を促進するため、会員と協会による懇談会とセミナーを開催す

る。平成 27年度は会員の相互交流と連携を促進する会員満足度の高い地域懇談会・セ
ミナーの企画を検討する。 

 
Ⅲ．協会運営 
(1) 総会、理事会、委員会等の適切な運営 

6月に通常総会を開催、理事会及び常任委員会を適宜開催する。 
常任委員会の下に組織・広報部会、適正化推進部会、協議会対応部会、有期労働部会、

地域雇用促進部会及び新卒等若年雇用部会を設置し、担当する諸課題について積極的に

取り組む。また、常任委員は希望する部会に参加できることとするともに、専門部会へ

の常任委員以外の会員の積極的な参加を広く働きかけるなど、部会活動のより一層の活

性化を図る。 



 
 

求人メディアの適正化促進に有益で重要な事項について、会員の審査責任者からの自

薦・他薦による委員で構成する求人情報研究会を開催する。 
 

(2) 30周年記念事業の実施 
30周年記念事業実行委員会(柳川委員長)を中心に、記念誌作成、記念式典・祝賀会(平
成 27 年 6 月総会時開催予定)を実施する。また、組織・広報部会において、記念事業の

一環として、会員参加による「キャリア教育全求協モデル事業」を実施する。 

 
(3)  全求協の今後のあり方検討 

全求協の今後のあり方、JHR 及び他団体との連携強化については引き続き検討を進める。 

 
(4)  事業管理  

引き続き経費節減に努めるとともに、月次別の予算対実績管理による迅速・適切な事

業管理を行う。 
 
(5)  行政機関、関係団体との連携強化等 

厚生労働省をはじめとする関係行政機関や関係団体と積極的な連携に努める。 
 

以上 


